
高知港における放置等禁止区域のお知らせ

 港湾法第３７条の３第１項の
規定により、高知港において
放置等の行為を禁止する区
域及び放置等を禁止する物
件を下記のとおり指定する。

 なお、指定は平成２４年４月
１日より適用する。

高知県知事雑喉場橋

国道３２号

高知市文化プラザ

土佐電鉄御免線

高知港における放置等禁止区域
（高知市 堀川地区）

放置禁止区域
（高知市堀川地区）

　大鋸屋橋から堀川排水機
場下流１０７ｍまで引いた線
と陸岸により囲まれた海面
　
（左図　　　　　　　　　部分）

放置等禁止区域には、許可を受けずに船舶を係留することができません。

放置禁止物件 船舶
九反田橋

鏡川水道橋

鏡川大橋

鏡川 堀川排水機場

国道５６号


